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Ⅳ 入学までの準備 

 

 

１  心構え 

  中学校の３年間は，心や体が大きく成長し，自立心が育まれる時期です。中学校を卒業すると

義務教育が終わり，自分の力で自分の進路を決めなければなりません。その力を付けるため，中

学校では難しい勉強や激しい運動が多くなります。みなさんの先輩たちは，立派な社会人になる

ために，中学校で自分の知力・体力・人間性に磨きをかけてきました。中学校の先生たちは，み

なさんが立派な社会人として成長することができるように応援していきます。 

  そこでみなさんは，中学校に入学するまでに，次のことがらができるようになりましょう。 

 

 

２  身なり  

  (1) 服 装 

    上 

・詰め襟の学生服 

・紺のセーラー服 

・半袖の開きんシャツ 

・カッターシャツ 

・白襟で白のセーラー服 

・ブレザー 

・半袖ポロシャツ（指定） 

  下 

・ズボン 

・スカート 

・スラックス      を着用する。 

 

 

※新制服と今までの制服を混ぜて着用すること

はできません。 

※肌着については年間を通して白もしくは地味

な色の無地のものとします。 

※ネクタイ，リボンはブレザーを着る際には必ず

着用してください。 

  ※５～10月は熱中症対策のため，体操服での登  

校・生活を可としています。 

 
 
 
 
 

○ 「感謝の気持ち」をもって生活しましょう。 
 ○ 健康に留意し，楽しく学校生活を送れるようにしましょう。 
 ○ 周りの人に迷惑をかけないで，自主的な行動がとれるようにしましょう。 
 ○ 学校の規則を守り，自律的な行動ができるようにしましょう。 
 ○ ６年間の学習のまとめをし，主体的・計画的に学習することができるよう
   にしましょう。 

 
 
 
  
 

令和４年度までの制服（Ｒ９年度まで使用可） 

令和５年度からの制服 
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 (2) ベルト，くつやくつ下  

    ○ベルト……黒・茶などの単色で派手でないもの 

  ○く  つ……白色（ラインやマーク，ひも等も白）※ハイカット禁止 

    ○くつ下……白・黒・紺色で無地のもの（くるぶしが完全に隠れる普通の長さのもの） 

    ○上ばき……白色バレーシューズ 

○体育館シューズ……学校規定のもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3) 防寒着等  

    ○コート …… 派手でないもの。 

※ウィンドブレーカーを部活で購入する場合もあります。               

    ○マフラー，ネックウォーマー …… 派手でないもの。 

※自転車にからまる長さは危険 

    ○手袋 …… 派手でないもの。 

 

○黒色タイツや肌色ストッキング 

 

 

 

 

 

 (4) 持ち物 

    ○カバン   ・主カバン……スリーウェイバッグ  

※平成31年度入学生より黒色に変更。兄姉のもの（緑色）でも使用可能です。 

               ・補助カバン…黄色ナップサック 

    ○雨 具   ・か さ 

               ・合 羽………自転車通学者は必須 

 

 

 

 

 

 

外靴 上ばき 体育館シューズ 

コート ウィンドブレーカー 

スリーウェイバッグ 補助カバン 
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  (5) 運動服 

 

・夏…白半そで丸首シャツ，ハーフパンツ，体育館シューズ  

               ・冬…白長そで丸首シャツ，ジャージ（上下），体育館シューズ 

学年カラー････緑色 (参考 ２年･･赤色，３年･･黄色) 

         ※体育館シューズは白色に青ライン。 

      体操シャツの校章マークは共通で黄色。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) 頭 髪  

   ・前髪は目にかからない長さが望ましい。 

   ・肩にかかるときは，編むか束ねる。部分しばりや編み込みは禁止とします。しばる場合は，耳  

の高さより下でしばってください。(ヘアピンは使用できます) 

   ・パーマ（特別な事情がある場合は要相談）や色染めをしない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (7) 名札や学級章 

    ○名札(１枚，学級シール) ※学校で準備します。 

  ☆本日のお帰りまでに， 

「名札注文票」 
をご提出ください。 

 

 

 

 

 

 

ジャージ上下・ハーフパンツに刺繍で名前を入れる。 

体操服（夏） 体操服（冬）ジャージ上下 

受付へ 
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３ 通 学   

 (1) 学校から半径１km以内に住んでいる生徒には，徒歩通学を推奨します。ただし，必ず徒歩で

なければならないという規則ではありません。ご家庭の判断により，１km以内であっても自

転車通学は可能です。 

      ※距離に関係なく，自転車通学をする場合は「許可願」(別紙)を提出していただきます。 

 (2) 休日，祝日等の日の通学も，平日と同様の規定とします。 

 (3) 自転車通学について   

   ＜車 体＞ 

・変速機は内装式を推奨しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ＜その他＞ 

・ 車体への記名は個人情報を守る観点から任意とします。しかし，ヘルメットへの記名は

お願いします。 

・ かぎの紛失が例年多いので，かぎへは目印（キーホルダー）などを付けてください。 

・ 防犯登録は大府市の努力義務となっていますので，よろしくお願いします。 

・ 改造を加えたものは禁止としています。 

・ 主カバンは，荷台にひもでしばるか，両肩で背負わせてください。 

   ・ 停止の状態で両足が地面につく高さの自転車に乗るようにさせてください。 

   ・ 自転車に乗るときは必ず正しくヘルメットを着用させてください。（あごひも） 

   ・ 雨天のとき自転車に乗る場合，合羽を着用させてください。 

     (傘を差しながら運転してはいけません。) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ☆2021年10月１日から，愛知県では自転車損害賠償責任保険等への加入が義務と規

定されています。自転車通学をする場合は，保険等への加入ができているかご確認

ください。 

内装式変速機 


